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特
別
児
童
扶
養
手
当

特
別
児
童
扶
養
手
当

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
20
歳
未
満
の
障
害
者
を
育
て
て
い
る

方
に
手
当
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

① 

I
Q
35
以
下
程
度
又
は
身
体
障
害
者
１
〜
２
級
程
度
の
方
、
も
し 

　

  

く
は
同
程
度
の
障
害
又
は
病
状
を
有
す
る
方

　

   

月
５
２
，
５
０
０
円

② 

I
Q
50
以
下
程
度
又
は
身
体
障
害
者
３
級
（
４
級
の
一
部
を
含
む
）

　

  

程
度
の
方
、
も
し
く
は
同
程
度
の
障
害
又
は
病
状
を
有
す
る
方

　
　

月
３
４
，
９
７
０
円

児
童
扶
養
手
当

児
童
扶
養
手
当

　

ひ
と
り
親
の
家
庭
、
父
又
は
母
に
重
度
の
障
害
の
あ
る
家
庭
等
で

18
歳
以
下
（
18
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
ま
で
）
の
児

童
（
児
童
に
政
令
で
定
め
る
程
度
の
障
害
が
あ
る
場
合
は
20
歳
未
満
）

を
育
て
て
い
る
方
に
手
当
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

　
　

月
１
０
，
１
８
０
円
〜
４
３
，
１
６
０
円

　
　
（
児
童
が
２
人
以
上
い
る
場
合
は
、
２
人
目
は
月
５
，
１
１
０
円

　
　

 

〜
１
０
，
１
９
０
円
、
３
人
目
以
降
は
１
人
に
つ
き

　
　

  

月
３
，
０
６
０
円
〜
６
，
１
１
０
円
加
算 

）

愛
知
県
遺
児
手
当

愛
知
県
遺
児
手
当

　

ひ
と
り
親
の
家
庭
、
父
又
は
母
に
重
度
の
障
害
の
あ
る
家
庭
等
で

18
歳
以
下
（
18
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
ま
で
）
の
児

童
を
育
て
て
い
る
方
に
手
当
を
支
給
し
て
い
ま
す
。
支
給
期
間
は
最

大
限
５
年
間
で
す
。

　

  

・
支
給
開
始
後
（
児
童
１
人
に
つ
き
）

　
　

  

１
〜
３
年
目 

…  

月
４
，
３
５
０
円

　
　

  

４
〜
５
年
目 

…  

月
２
，
１
７
５
円

扶
桑
町
遺
児
手
当

扶
桑
町
遺
児
手
当

　

ひ
と
り
親
の
家
庭
、
父
又
は
母
に
重
度
の
障
害
の
あ
る
家
庭
等
で

18
歳
以
下
（
18
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
ま
で
）
の
児

童
を
育
て
て
い
る
方
に
手
当
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

・
児
童
１
人
に
つ
き　

月
３
，
０
０
０
円

＊
各
種
手
当
に
つ
い
て
は
所
得
制
限
・
併
給
制
限
が
あ
り
ま
す
。

　「障害者週間」は障害者の方に対する理解と意識をより高めるために定められました。
そこで、２か月にわたり様々な福祉制度をお知らせします。この機会に、障害者の方の
自立と参加に対する住民のみなさんのご理解とご協力をお願いします。
　今月は「障害者の手当」についてです。

　　　
　  12 月 3日～ 9日

障 害 者 週 間障 害 者 週 間

④ 

身
体
障
害
者
2
級
（
一
部
を
除
く
）
以
上

　

の
障
害
を
有
す
る
方
又
は
I
Q
20
以
下
の

　

方
も
し
く
は
こ
れ
と
同
程
度
の
障
害
又
は

　

病
状
を
有
す
る
方
で
、
日
常
生
活
に
お
い

　

て
ほ
ぼ
全
面
介
護
が
必
要
な
方

○ 

国
制
度
分　
　
　
　

月
２
７
，
３
５
０
円

○ 

県
制
度
分   

特
に
重
度
な
方
に
国
制
度
分

　

 

に
加
算
し
て
支
給

 

・
身
体
障
害
者
１
〜
２
級
の
障
害
を
有
し
、

　

I
Q
35
以
下
の
方　
　

 

月
６
，
８
５
０
円

 

・ 

身
体
障
害
者
1
〜
2
級
の
障
害
を
有
す
る
方

　

又
は
I
Q
35
以
下
の
方  

月
１
，
０
５
０
円

障
害
児
福
祉
手
当

障
害
児
福
祉
手
当

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
20
歳
未
満
の

障
害
者
（
障
害
を
事
由
と
し
た
年
金
受
給
者

及
び
施
設
入
所
者
を
除
く
）
に
手
当
を
支
給

し
て
い
ま
す
。

① 

身
体
障
害
者
1
級（
2
級
の
一
部
を
含
む
）

　

の
障
害
を
有
す
る
方

② 

I
Q
20
以
下
の
方

③ 

右
記
と
同
程
度
の
障
害
又
は
病
状
で
、
常

　

 

時
介
護
が
必
要
な
方

○ 

国
制
度
分　
　
　
　

月
１
４
，
8
8
０
円

○ 

県
制
度
分　

特
に
重
度
な
方
に
国
制
度
分

　

 

に
加
算
し
て
支
給

・ 

身
体
障
害
者
1
〜
2
級
の
障
害
を
有
し
、

　

I
Q
35
以
下
の
方　
　

 

月
６
，
９
０
０
円

・ 

身
体
障
害
者
1
〜
2
級
の
障
害
を
有
す
る
方  

　

又
は
I
Q
35
以
下
の
方  

月
１
，
１
５
０
円

愛
知
県
在
宅
重
度
障
害
者
手
当

愛
知
県
在
宅
重
度
障
害
者
手
当

　

在
宅
の
重
度
障
害
者
の
方
に
手
当
を
支
給

し
て
い
ま
す
。

①
身
体
障
害
者
１
〜
２
級
で
I
Q
35
以
下
の
方

　
　
　
　

 　
　
　
　
　

月
1
5
，
5
０
０
円

②
身
体
障
害
者
１
〜
２
級
の
方
又
は
、

　
　

 

I
Q
35
以
下
の
方　
月
６
，
7
5
０
円

③
身
体
障
害
者
３
級
で
I
Q
50
以
下
の
方

　
　
　
　
　
　

 　
　
　
　

月
６
，
7
5
０
円

※
②
③
は
、
65
歳
以
上
で
新
た
に
障
害
者
と

　

な
っ
た
方
は
除
き
ま
す
。

扶
桑
町
心
身
障
害
者
扶
助
料

扶
桑
町
心
身
障
害
者
扶
助
料

　

心
身
障
害
者
の
方
に
扶
助
料
を
支
給
し
て

い
ま
す
。（
た
だ
し
、
施
設
に
入
所
の
方
は
除

き
ま
す
。）

 

○
身
体
障
害
者　

　
　

１
・
２
級　
　

 　
  　

月
４
，
０
０
０
円

　
　

３
・
４
級　
　
　
　

   
月
３
，
５
０
０
円

 

○
知
的
障
害
者　

　

   

I
Q　

35
以
下　
　

 
月
４
，
０
０
０
円

　

   

I
Q　

50
以
下　
　

 

月
３
，
５
０
０
円 

 

○
精
神
障
害
者　

　
　
　

 

１
級　
　
　
　
　

月
４
，
０
０
０
円

　
　
　

 

２
級　
　
　
　
　

月
３
，
５
０
０
円

 

○
戦
傷
病
者　
　

　
　

特
別
項
症
か
ら
第
７
項
症

 

月
１
，
５
０
０
円

　
　

第
１
款
症
か
ら
第
５
款
症 月

１
，
５
０
０
円

　
　

第
１
目
症
か
ら
第
４
目
症

 

月
１
，
５
０
０
円

扶
桑
町
難
病
患
者
見
舞
金

扶
桑
町
難
病
患
者
見
舞
金

　

難
病
の
方
の
福
祉
の
向
上
を
図
る
た
め
見

舞
金
を
年
1
回
12
月
に
支
給
し
て
い
ま
す
。

（
扶
桑
町
心
身
障
害
者
扶
助
料
受
給
者
は
除

き
ま
す
。）

扶
桑
町
在
宅
重
度
障
害
者
介
護
手
当

扶
桑
町
在
宅
重
度
障
害
者
介
護
手
当

　

18
歳
以
上
65
歳
未
満
の
常
時
臥
床
の
状
態

に
あ
る
在
宅
重
度
障
害
者
を
常
時
介
護
し
て

い
る
方
に
１
人
に
つ
き
月
額
５
，
０
０
０
円

の
介
護
手
当
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

扶
桑
町
原
子
爆
弾
被
爆
者
受
診
費
補
助
金

扶
桑
町
原
子
爆
弾
被
爆
者
受
診
費
補
助
金

　

原
子
爆
弾
被
爆
者
で
被
爆
者
健
康
手
帳
の

交
付
を
受
け
て
い
る
方
で
、
広
島
及
び
長
崎

市
内
の
病
院
に
受
診
す
る
為
に
必
要
な
費
用

の
一
部
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

特
別
障
害
者
手
当

特
別
障
害
者
手
当

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
20
歳
以
上
の

障
害
者
（
施
設
入
所
者
及
び
長
期
入
院
者
を

除
く
）
に
手
当
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

① 

身
体
障
害
者
２
級
（
一
部
を
除
く
）
以
上

　

の
障
害
を
重
複
し
て
有
す
る
方

② 

身
体
障
害
者
２
級
（
一
部
を
除
く
）
以
上

　

の
障
害
を
有
す
る
方
で
、
I
Q
20
以
下
の

　

方
も
し
く
は
常
時
介
護
が
必
要
な
精
神
障

　

害
を
有
す
る
方

③ 

身
体
障
害
者
2
級
（
一
部
を
除
く
）
以
上

　

の
障
害
を
有
す
る
方
又
は
I
Q
20
以
下
の

　

方
も
し
く
は
常
時
介
護
が
必
要
な
精
神
障

　

害
を
有
す
る
方
で
、
他
に
身
体
障
害
者
3

　

級
相
当
の
障
害
を
２
つ
以
上
有
す
る
方
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扶
桑
町
商
工
会
が
発
行
し
ま
し
た
ふ
そ
う

ひ
ま
わ
り
商
品
券
は
ご
利
用
に
な
り
ま
し
た

か
？

　

ふ
そ
う
ひ
ま
わ
り
商
品
券
の
有
効
期
限
は

12
月
31
日
（
金
）
ま
で
で
す
。
有
効
期
限
を

過
ぎ
ま
す
と
ご
利
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
商
品
券
の
払
い
戻
し
は
一
切
で
き

ま
せ
ん
の
で
、
12
月
31
日
（
金
）
ま
で
に
使

い
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
商
品
券
は
、
の
ぼ
り

の
あ
る
町
内
参
加
店
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

ふ
そ
う
ひ
ま
わ
り
商
品
券
の

ふ
そ
う
ひ
ま
わ
り
商
品
券
の

利
用
に
つ
い
て

利
用
に
つ
い
て

　
　
　

産
業
環
境
課　

内
線
２
７
３

１
階　
　

番
窓
口

●６

　

令
和
４
年
度
学
校
給
食
用
物
資
納
入
業
者

の
指
定
を
希
望
す
る
方
は
、
学
校
給
食
用
物

資
納
入
業
者
指
定
申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

▼
受
付
期
間　

12
月
１
日
（
水
）
〜

　
　
　
　
　
　
　
　

12
月
24
日
（
金
）

▼
受
付
時
間　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

▼
申
請
書
類　

学
校
給
食
用
物
資
納
入
業
者

指
定
申
請
書
及
び
添
付
書
類

（
詳
し
く
は
、
学
校
給
食
共
同
調
理
場
に
お

  

尋
ね
く
だ
さ
い
。）

▼
受
付
・
問
い
合
わ
せ　

学
校
給
食
共
同
調

理
場

学
校
給
食
共
同
調
理
場
☎(

93)

１
５
２
８

学
校
給
食
用
物
資
納
入
業
者
指
定

学
校
給
食
用
物
資
納
入
業
者
指
定

申
請
書
の
追
加
受
付
に
つ
い
て

申
請
書
の
追
加
受
付
に
つ
い
て

　
　
　
　
　

住
民
課　

内
線
２
４
９

１
階　
　

番
窓
口

●１

　

こ
の
た
び
、
本
町
の
人
権
擁
護
委
員
と
し

て
、
令
和
３
年
10
月
１
日
付
で
千せ

ん
だ田

優ま
さ
え枝

氏

が
法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

　

扶
桑
町
で
は
４
名
の
人
権
擁
護
委
員
の
方

が
、
人
権
侵
害
な
ど
の
相
談
、
小
学
生
を
対

象
に
し
た
人
権
教
室
の
開
催
な
ど
、
広
く
人

権
意
識
の
高
揚
の
た
め
に
活
動
し
て
い
ま
す
。

人
権
擁
護
委
員
の
委
嘱

人
権
擁
護
委
員
の
委
嘱

　

12
月
４
日（
土
）か
ら
10
日（
金
）ま
で
は
、

「
第
73
回
人
権
週
間
」
で
す
。
隣
近
所
の
も

め
ご
と
、
家
族
間
の
問
題
、
体
罰
や
い
じ
め
、

職
場
に
お
け
る
セ
ク
ハ
ラ
、
Ｄ
Ｖ
等
で
お
悩

み
の
方
は
、
相
談
を
左
記
の
と
お
り
行
い
ま

す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

相
談
は
無
料
で
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

◆
特
設
人
権
相
談
所
の
開
設

　

日
常
生
活
の
中
で
、
こ
れ
は
人
権
問
題
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
と
感
じ
た
り
、
法
律
上
ど

の
よ
う
に
な
る
か
分
か
ら
な
い
場
合
、
人
権

相
談
所
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
日
時　

12
月
３
日
（
金
）

　
　
　
　
　

午
後
１
時
30
分
〜
４
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
予
約
不
要
）

▼
場
所　

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

▼
相
談
員　

人
権
擁
護
委
員

1212
月
４
日
〜

月
４
日
〜
1010
日
は
人
権
週
間

日
は
人
権
週
間

〜〜
『
誰
か
』
の
こ
と

『
誰
か
』
の
こ
と  

じ
ゃ
な
い

じ
ゃ
な
い
〜〜

　
　
　
　
　

住
民
課　

内
線
２
４
９

１
階　
　

番
窓
口

●１


